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ＩＣＴを活用した教育の推進
国のＧＩＧＡスクール構想を踏まえ、各学校においては、ＩＣＴを積極的に活用し、全ての児

童生徒の可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図り、「主体的・対
話的で深い学び」の実現に向けた授業改善につなげていくことが求められる。授業改善を更に推
進するためには、本県におけるこれまでの実践とＩＣＴを最適に組み合わせることや、学習指導
要領で学習の基盤となる資質・能力の一つに位置付けられた情報活用能力を、児童生徒の発達の
段階に応じて体系的に育成することが重要である。

重 点 事 項

１ １人１台端末の環境を生かした、学びの質を高めるためのＩＣＴ活用の推進
(1) 各教科等の特質に応じ、適切な学習場面においてＩＣＴを効果的に活用することで、
学習活動の一層の充実を図る｡

(2) 情報活用能力に関する児童生徒の実態を把握し、段階的に育成することができるよう､
教科等横断的な視点で計画的にＩＣＴの活用を図る。

２ 組織的・計画的に取り組む情報モラル教育の充実
(1) 教科指導や生徒指導等を通した計画的な取組となるよう、教育課程の編成等を工夫す
る。

(2) 全教職員の共通理解の下で組織的に進めるとともに、家庭や地域と連携して取り組む
体制づくりを進める。

３ 各学校段階を通じたプログラミング教育の推進
(1) プログラミング教育が系統的に推進されるよう、児童生徒の発達の段階に応じて取り
組む。

(2) 情報を適切に選択・活用して、問題を発見する力、問題を解決する力、新たな価値の
創造に挑む力を各教科等の学びを通じて育成する。

重点事項に関する取組のためのポイント

１ １人１台端末の環境を生かした、学びの質を高めるためのＩＣＴ活用
の推進に向けて

ＩＣＴの特性・強みを生かし、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた学習活動の充実
を図ることが大切である。

･デジタル教材を操作して動的に捉えたり､ ･ポジショニングや色分け機能等で、一人
試行錯誤したりして理解を深める｡ 一人の考えを視覚的に捉える。
･活動の様子を録画・録音して記録したり､ ･画面共有機能で他者の考えをヒントとし
繰り返し再生したりして技能の習得に生 て閲覧したり、似ている考えや異なる考
かす。 えを見付けたりする。
･一人一人の習熟の程度に応じて、動画や ･Ｗｅｂ会議機能を用いて、遠方の学校や
ドリルソフトを活用し、自分のペースで 遠隔地の専門家と交流して、多様な情報
理解しながら学習を進める。 を得る。

･単元等のねらいの達成に資する活用を図り、ＩＣＴの活用自体が目的とならないように
すること。
･児童生徒が学習の場面や状況に応じて、自らＩＣＴの活用を選択できるようにすること｡
･児童生徒の発達の段階を踏まえ、デジタルとアナログのそれぞれのよさを適切に組み合
わせること。
･児童生徒の目や身体の疲労が増さないよう授業の実施方法を工夫すること。

「

主

体

的

・

対

話

的

で

深

い

学

び

」

の

実

現

に

向

け

た

授

業

改

善

ＩＣＴの特性・強みを生かした学習活動の例

ＩＣＴの活用において留意すべきことの例

個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実

【ウェブサイト】

「学校改善支援プラン」

（秋田県教育委員会）

○参考資料 【ウェブサイト】

「各教科等の指導におけるＩＣＴの効果的な活用に関する参考資料」

（文部科学省）

第Ⅱ章 全教育活動を通して取り組む教育課題

https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/87770
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/mext_00915.html
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第Ⅱ章 全教育活動を通して取り組む教育課題

ＩＣＴを活用した教育の推進

２ 組織的・計画的に取り組む情報モラル教育の充実に向けて
児童生徒の実態や発達の段階に応じた体系的な情報モラル教育を推進し、情報社会で適正な活

動を行うための基になる考え方と態度を育成することが大切である。

○実態に応じた指導の充実

・児童生徒、家庭にアンケートを実施するなどして、情報モラルに関する実態を把握する｡
・把握した実態を踏まえ、児童生徒の発達の段階に応じた体系的な指導計画を作成し、各
教科等で組織的に指導を推進する。

○児童生徒への指導の工夫

・自他の権利の尊重や情報社会での責任ある行動について、具体的に考えることができる
よう指導の手立てを工夫する。

・情報を正しく安全に利用したり、情報機器の使用と健康との関わりを理解したりするこ
とができるよう指導の手立てを工夫する。

○家庭・地域との連携

・学校で行っている情報モラルの指導の内容について、家庭・地域に情報を発信する。
・家庭・地域と連携して外部機関による講演会等を実施するなど、最新の情報を共有する｡

３ 各学校段階を通じたプログラミング教育の推進に向けて
児童生徒が情報を主体的に捉え、見いだした情報を活用しながら他者と協働し、新たな価値の

創造に挑んでいくために、発達の段階に即してプログラミングの体験等を計画的に取り入れ、プ
ログラミング的思考を育成することが大切である。

○参考資料

・【冊子】「小学校プログラミング教育の手引（第三版）」（令和２年２月 文部科学省）
・【冊子】「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン」（令和６年12月 文部科学省）
・【ウェブサイト】「情報モラル教育ポータルサイト」（文部科学省）
・【ウェブサイト】「ＳｔｕＤＸＳｔｙｌｅ」（文部科学省）
・【ウェブサイト】「小学校を中心としたプログラミング教育ポータル」（文部科学省）
・【ウェブサイト】「秋田県プログラミング教育人材バンク」（秋田県教育委員会）

プログラミング教育の推進イメージ
プログラミング的思考
を働かせるイメージ
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・問題解決にコンピュータを積極的に活用しようとする態度
・自らの問題解決の過程を振り返り、改善・修正しようとする態度
・情報社会に主体的に参画しようとする態度
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技術・家庭科（技術分野）

・双方向性のあるコンテンツのプログラミング

・計測・制御のプログラミング

各教科等 （算数、理科、総合的な学習の時間 他）

・プログラミングの体験

・プログラミング的思考

・論理的思考力の育成

情報Ⅱ（選択科目）

・プログラミング等の発展的内容

情報Ⅰ等（共通履修）

・アルゴリズムの表現、プログラミング、

モデル化とシミュレーション

情報モラル教育の充実に向けて

https://www.mext.go.jp/content/20200218-mxt_jogai02-100003171_002.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20241226-mxt_shuukyo02-000030823_001.pdf
https://www.mext.go.jp/zyoukatsu/moral/index.html
https://www.mext.go.jp/studxstyle/
https://www.mext.go.jp/miraino_manabi/
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/40485
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〔学習活動例〕※ＥＳＤの視点に立った学習指導で

重視する能力・態度

○中学校 理科（第２分野）

野生生物の生息状況、大気汚染、河川や湖沼

の水質など、自然と人間との関わり方について

考察する学習活動 ※②③⑥

○小学校 総合的な学習の時間

秋田杉などの森林の働きや木材の利用につい

てインタビューや体験活動を通して調べ、発信

や実践に取り組む学習活動 ※④⑤⑥

○幼稚園・保育所・認定こども園等

小動物に餌を与えたり、草花を育てたりする

ことで、生命の尊さに気付く活動 ※⑤⑥⑦

○高等学校 地理歴史（地理総合）

カーボンニュートラルや脱炭素社会の実現に

向けた取組など、持続可能な社会づくりに着目

して考察する学習活動 ※①②③

環境教育で育成したい資質・能力

持続可能な社会の創り手を育成する環境教育の推進

環境教育は、持続可能な社会の構築を目指して、学校（園）や家庭、地域などあらゆる場にお
いて行われる、環境の保全に関する教育及び学習である。「第２次秋田県環境教育等に関する行
動計画【中間見直し版】」においては、ＥＳＤやＳＤＧｓとの関連を踏まえ、環境の保全に向け
た意欲の増進、環境教育・環境学習及び各主体の協働による取組の推進を目指している。
本県学校教育においても、「第４期あきたの教育振興に関する基本計画」の基本方針４で示さ

れているように、ＥＳＤの視点を踏まえ、各教科等の目標や内容との関連付けが図られた環境教
育を通じて、命や環境を大切にする心を育み、自らの責任ある行動をもって、持続可能な社会づ
くりに主体的に参加できる幼児児童生徒の育成を目指す。

重 点 事 項

１ 各教科等を通じて横断的・総合的に取り組む環境教育の充実
２ 発達の段階に応じた豊かな自然体験活動等の推進
３ 校種間連携及び家庭、地域、社会教育施設等との連携を図った環境教育の推進

○参考資料

・【冊子】「第２次秋田県環境教育等に関する行動計画【中間見直し版】」令和８年３月 秋田県）

・【冊子】「持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）推進の手引」（令和３年５月改訂 日本ユネスコ国内委員会）

・【冊子】「環境教育指導資料【幼稚園・小学校編】」（平成26年10月 国立教育政策研究所）

・【冊子】「環境教育指導資料【中学校編】」（平成28年12月 国立教育政策研究所）

未来を創る力
・課題を発見・解決する力

・よりよい持続的な社会の実

現のため、適切な選択・行

動ができる力 等

環境保全のための力
・身近な環境等の変化に気付く力

・資源の有限性等を理解する力

・環境に関わる問題を「自分ごと」

として捉え、行動する力 等

持続可能な社会の創り手の
育成を通じ、ＳＤＧｓの全
ての目標の実現に寄与

【ＥＳＤ】Education for Sustainable Development
持続可能な社会の創り手を育むため、現代社会における地球規

模の諸課題を自らに関わる問題として主体的に捉え、その解決に

向け自分で考え、行動する力を身に付けるとともに、新たな価値

観や行動等の変容をもたらすための教育

【ＳＤＧｓ】Sustainable Development Goals
持続可能な社会の実現を目指す17の国際目標

持続可能な社会の構築と環境の保全

ＥＳＤの視点に立った学習指導で重

視する能力・態度（例）

①批判的に考える力

②未来像を予測して計画を立てる力

③多面的・総合的に考える力

④コミュニケーションを行う力

⑤他者と協力する態度

⑥つながりを尊重する態度

⑦進んで参加する態度

ＥＳＤの視点を踏まえて、
各教科等の目標や内容との
関連付けが図られた環境教
育の推進

第Ⅱ章 全教育活動を通して取り組む教育課題

※県の行動計画では、学校（園）の活動事例や、環境学習の機会、場、人材等が紹介されている。ＥＳＤ推

進の手引には、学習計画の作成や学校外の機関との連携等のポイントが記載されている。

https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/56508
https://www.mext.go.jp/content/20210528-mxt_koktou01-100014715_1.pdf
https://www.nier.go.jp/kaihatsu/pdf/kankyo_k_n_eb.pdf
https://warp.da.ndl.go.jp/collections/info:ndljp/pid/10299021/www.nier.go.jp/kaihatsu/pdf/20161214.pdf
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グローバル社会で活躍するために必要とされる資質・能力の育成については、自校の児童生徒

の実態を踏まえながら、外国語活動や外国語（英語）に限定することなく、全ての教育活動を通

して意図的・継続的に行うことが大切である。

グローバル社会で活躍できる人材の育成
グローバル化が加速度的に進展する現代では、環境、経済、社会等において、絶えず新たな課

題が発生し、地球規模での解決策が求められている。「秋田県総合計画～秋田再興への第一歩～」
及び「第４期あきたの教育振興に関する基本計画」では、このような予測困難な時代においても
活躍できる人材の育成を目指している。こうした人材を育成するために、「ふるさとの理解を通
じたアイデンティティの確立」「多様な価値観をもつ人々との共生」「他者と協働し課題を解決
する力」「新たな価値を創造する力」「英語コミュニケーション能力」等を、本県の他の教育課
題等との関連を図りながら育成していくことが必要である。

重 点 事 項

１ ふるさとや異文化に対する理解の促進

(1) 日本やふるさと秋田の理解の促進

日本及び秋田の歴史や伝統、文化等について理解を深めるとともに、日本人としての
アイデンティティを確立し、地域や社会のウェルビーイングに貢献できる資質・能力を
育成する。

(2) 異文化に対する理解の促進

諸外国の文化や伝統、社会情勢等の理解を通じて、国際的視野を広げ、多様性を尊重
するとともに、国際平和に寄与しようとする態度を育成する。

２ 課題解決に向けて行動できる資質・能力の育成

(1) 協働的に課題解決する資質・能力の育成

基礎的・基本的な知識及び技能の習得を図るとともに、他者との関わりを通して、現
代社会が抱える課題への最適解を導くために、主体的に思考し行動する資質・能力を育
成する。

(2) 情報活用能力・発信力の育成

多面的・多角的に物事を見る力を育成しながら、英語を使用したりＩＣＴ等を活用し
たりして自分の考えや必要な情報を相手に分かりやすく伝える資質・能力を育成する。

グローバル社会で活躍できる人材の育成を目指して

学校における指導の留意点

※【 】は関連する主な教育活動

情報活用能力・発信力の育成
【小・中・高の情報教育・外国語教育】

・自分の考えを積極的に発信する機会

の充実

・英語コミュニケーション能力を育成

する活動の推進

・ＩＣＴ等の効果的な活用

異文化に対する理解の促進
【道徳教育・人権教育・各教科等】

・国際理解教育の充実

・ＩＣＴ等を活用するなどして異文化

の人々と交流する活動の推進

・多様性を尊重する精神の涵養

協働的に課題解決する力の育成
【問題発見・解決に向けた活動】

・「秋田の探究型授業」の推進

・実生活や実社会とのつながりを意識

した学習活動の工夫

・協働して課題解決に取り組む場面や

機会の設定

日本やふるさと秋田の理解の推進
【ふるさと教育・キャリア教育】

・歴史や伝統を重視する活動の充実

・郷土愛を育む教育の推進

・ふるさとの魅力を発信する機会の充

実

情報活用能力・

発信力

協働的に

課題解決する力

日本やふるさと

秋田の理解

異文化に

対する理解

第Ⅱ章 全教育活動を通して取り組む教育課題
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特 別 支 援 教 育
特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援すると

いう視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、そのもてる力を高め、生活や学
習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものである。また、対象と
する幼児児童生徒が在籍する全ての学校（園）において実施されるものである。
共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの理念を踏まえ、通常の学級、通級による

指導、特別支援学級、特別支援学校といった連続性のある多様な学びの場における指導・支援の充
実に努めるとともに、切れ目ない支援に向けた関係機関との連携強化及び特別支援教育への理解促
進を図る必要がある。

◆障害のある幼児児童生徒については、学校（園）・家庭・地域生活全体において、長期的
な視点に立って就学前から学校卒業後までの一貫した支援を行うことが重要である。

◆各学校（園）においては、個別の教育支援計画について、本人・保護者の同意を得た上で、
進学先等に確実に引き継ぎ、支援が継続されるよう努める必要がある。

重 点 事 項

１ 一人一人の教育的ニーズに応じた指導・支援の充実

(1) 全ての児童生徒に対する分かりやすい授業づくりと、各教科・科目等において生じる
個々の学習上の困難さに応じた指導内容や指導方法の工夫

(2) 家庭や関係機関との連携に基づく個別の教育支援計画の作成と、確実な活用・引継ぎ
による一貫した支援や合理的配慮の提供

(3) 的確な実態把握に基づく個別の指導計画の作成・活用、校（園）内及び校種間での確
実な引継ぎによる適切で一貫した指導・支援の実施

(4) 障害の状態や特性及び心身の発達の段階等を踏まえた自立活動の指導の改善・充実と
効果的なＩＣＴ活用

２ 学習指導要領を踏まえた教育課程の編成と実施

(1) 通級による指導における特別の教育課程の全教職員の理解と、児童生徒の実態に応じ
た編成・実施、各教科・科目等との関連による効果的な指導

(2) 特別支援学級における特別の教育課程の全教職員の理解と、児童生徒や学級の実態に
応じた編成・実施、編成理由の明確化

(3) 特別支援学校における地域の資源や教育力を生かした特色ある教育課程の編成・実施
と全教職員の参画

(4) 通常の学級と特別支援学級・特別支援学校における組織的・計画的な交流及び共同学
習の充実と障害理解授業の推進

３ 管理職のリーダーシップによる校（園）内支援体制の機能強化と全教職員の理解・取組

(1) 各学校（園）の運営計画への特別支援教育の推進の明確な位置付けと全教職員の理解
(2) 特別支援教育の年間計画に基づく特別支援教育コーディネーターを核とした組織的な
取組と、年間計画の評価・改善

(3) 関係機関との連携の推進と秋田県教職キャリア指標に基づく校（園）内研修の工夫

就学前

個別の教育支援計画

個別の教育支援計画

幼稚園・保育所・認定こども園等

卒業後

在学中

切れ目ない支援に係るイメージ図

地域
家庭

地域

家庭
地域

家庭

特別支援学校 幼稚部

小学校 中学校 高等学校

医療、福祉、保健、
労働等関係機関

医療、福祉、保健、
労働等関係機関

特別支援学校
小学部・中学部・高等部

進路先

医療、福祉、保健等関係機関

第Ⅱ章 全教育活動を通して取り組む教育課題
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第Ⅱ章 全教育活動を通して取り組む教育課題

特別支援教育

障害のある児童生徒を含め、多様な児童生徒が通常の学級に在籍していることを前提として、
全ての児童生徒に対し、分かりやすい授業づくりを進めることが必要である。

通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒一人一人の実態を把握し、各教
科・科目等において生じる個々の学習上の困難さに応じて、指導内容や指導方法を工夫すること
が大切である。その際、工夫の意図や手立てを明確にすることが重要である。

個別の教育支援計画
障害のある幼児児童生徒一人一人に必要とされる教育的ニーズを正確に把握し、長期的な視点

で幼児期から学校卒業後までを通じて、一貫した的確な支援を行うことを目的に作成する。
個別の指導計画
個別の教育支援計画を踏まえて、幼児児童生徒の実態に応じて一人一人の指導目標や指導内容

等を明確にし、各教科・科目等において適切に指導することを目的に作成する。

◆個別の教育支援計画の活用目的

◆個別の教育支援計画の作成・活用により期待される効果

個別の教育支援計画は、面談等により本人・
保護者の意向や将来の希望等を聞き取り、それ
らを踏まえて作成することが求められる。

教育・保育、各教科・科目の指導、自立活動の指導 等

①教育的ニーズの整理 ②支援の目標や教育上の合理的配慮を含む必要な支援の内容の検討
③関係者間の情報共有の促進と共通認識の醸成 ④家庭や医療、福祉、保健、労働等関係機
関との連携強化 ⑤教育的ニーズと必要な支援内容の定期的な見直しによる継続的な支援

〈両計画の作成・活用のイメージ図〉

①保護者との共通理解
②校（園）内職員の共通理解
③関係機関との連携
④進学・進路先等への引継ぎ 等

一人一人の教育的ニーズに応じた指導・支援の充実に向けて

個別の教育支援計画

合理的配慮については、個別の教育支援計画
に明記し、実行した結果を評価して定期的に見
直すことが大切である。

個別の指導計画

指導・評価

本人・保護者の参画

○参考資料

・【冊子】「秋田県特別支援教育校内支援体制ガイドライン（四訂版）」（令和６年３月 秋田県教育委員会）
・【冊子】「交流及び共同学習にかかるガイド（改訂版）」（令和７年３月 秋田県教育委員会）

◎分かりやすい授業づくりの工夫例
〔学習への参加を促す工夫〕 〔学習の理解を促す工夫〕

・お互いを認め合う関係づくり ・学習のねらいの焦点化

・学習上のルールの明確化 ・課題のスモールステップ化
・学習のねらいに応じた教材提示 ・視覚化（絵や図等の活用）

・活動や動線を考慮した教材の配置 ・動作化、作業化

・活動の順番、所要時間や終了時刻 ・共有化（話し合う、教え合
の事前提示 う、協力し合う）

各教科・科目等において生じる個々の学習上の困難さに

応じた指導内容や指導方法の工夫

全ての児童生徒に対する分かりやすい授業づくり

分かりやすい授業づくり

全ての児童生徒

※全ての教科等の学習指導要領解説には、学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導内

容や指導方法の工夫について示されている。

各教科・科目等において生じる
個々の学習上の困難さに応じた
指導内容や指導方法の工夫

特別な教育的支援を
必要とする児童生徒

合理的配慮の明記

医療

労働保健

福祉 地域

教育本人

家庭

https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/2167
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/5147


- 18 -

人 権 教 育
人権教育は、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動である。乳幼児期からの発達の段階

を踏まえ、教育活動全体を通じて自他の人権を守ろうとする意識・意欲・態度の向上を図り、多
様性に満ちた社会をつくる一員としての実践力や行動力を育成することを目指している。

重 点 事 項

１ 教育活動全体を通じた人権教育の充実

(1) 各教科、道徳科、外国語活動、総合的な学習（探究）の時間及び特別活動の指導内容
を人権教育の視点から検討し、教育活動全体に人権教育を適切に位置付ける。

(2) 学校（園）や地域の実態及び課題の状況等を十分に把握し、日常的な点検や評価に基
づく改善を図りながら、全校体制での取組を推進する。

２ 人権問題の解決に向け実践する態度の育成につながる取組の推進

(1) いじめ問題を人権問題の重要な柱として位置付け、様々な人権問題の正しい知識や認
識の基礎を培い、その解決に向けた意識・意欲・態度の育成を図る。

(2) 互いの個性や価値観の違いを認め、日常生活の中で行動に表すことのできる実践的な
態度の育成を図る。 ※秋田県いじめ防止対策推進条例参照

３ 学校(園)、家庭、地域、関係機関の連携

(1) 幼児児童生徒の発達の段階を踏まえ、人権教育を系統的・計画的に推進するための学
校（園）間・校種間の連携に努める。

(2) 日常的・継続的な家庭との連携を強化するとともに、地域、関係機関との連携を図り
ながら、個々の課題を踏まえたきめ細かな指導に努める。

人権が尊重される教育の場としての学校（園）・学級

人権教育の目標
○人権の意義・内容や重要性について理解する
○自分の大切さとともに、他者の大切さを認める
○具体的な態度や行動に現れるようにする

○自由、責任、正義、個人の尊厳、
権利、義務等の諸概念の知識

○自他の人権を擁護し、人権侵害を
予防、解決するための実践的知識

○法に関する知識（日本国憲法、児
童の権利に関する条約等） 等

○人間の尊厳の尊重
○自他の人権の尊重
○多様性に対する肯定的評価
○責任感
○正義や自由の実現のために活
動しようとする意欲 等

○コミュニケーション技能
○合理的・分析的に思考する技能
○相違を認めて受容できるための諸
技能

○協力的・建設的に問題解決に取り
組む技能 等

研修の充実（教職員の人権感覚の育成）
１ 人権尊重の理念の理解・体得 ２ 各教科等の実践的指導力の向上

家庭、地域、関係機関との連携
・家庭や地域との連携、関係機関
への訪問による人権感覚の育成

・学校（園）公開と取組の公表
・子どもと保護者が共同で取り組
む活動の実施 等

学校（園）間・校種間の連携
・校種間の連携の促進による系統
的・継続的な人権教育の実施

・校種を超えた授業（保育）研究、
発達の段階を踏まえたカリキュ
ラムの研究 等

人権教育の取組を推進
する体制づくり

１ 自校の人権教育の目標の策定
２ 校内推進組織の確立
３ 全体計画・年間指導計画の策定
（計画的・継続的・段階的指導、
学校いじめ防止基本方針等との
関連）

人権感覚を育成する
指導方法の工夫

１ 人権教育の効果的な実践（ねら
い、視点、配慮の位置付け）

２ 効果的な学習教材の選定、開発
３ 幼児児童生徒の自主性の尊重と
多様で体験的な活動の実施

知識的側面 価値的・態度的側面 技能的側面

自他の人権を守ろうとする意識・意欲・態度の向上

自他の大切さを認める
ことができる環境づくり
１ 人権教育に関する物的・
心理的な環境整備

２ 望ましい集団づくり
３ 一人一人が大切にされる
授業（保育）

第Ⅱ章 全教育活動を通して取り組む教育課題
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人 権 教 育

あらゆる差別の解消や多様な文化及び価値観の尊重を目指し、互いに支え合う社会づくりを推
進する。また、無意識の思い込みや理解不足をなくし、幼児児童生徒や教職員等が、自らの行為
が差別等となっていないかを考えることができるようにする。

拉致問題は重大な人権侵害である。県関係特定失踪者（北朝鮮当局による拉致の可能性を完全
に排除できない失踪者）として５名の方が確認されており、国民の生命と安全に関わることから
一日も早い解決が望まれる。そのためには幅広い国民の理解と支持が不可欠であり、各学校にお
いては「秋田県拉致問題等の早期解決に向けた施策の推進に関する条例」の趣旨を踏まえ、児童
生徒が次の点を正しく理解し、解決の重要性を認識できるようにすることが求められている。
・拉致被害者とその家族等に対する共感的理解、拉致問題に関する基本的知識と背景の理解
・拉致問題は北朝鮮当局による人権侵害であること、北朝鮮の人民や在日朝鮮人の人々には
責任がないことへの理解

多様性に満ちた社会づくりの推進

拉致問題についての理解の促進

○参考資料
・【冊子】「多様性を考えよう（児童生徒向け副読本）」（令和７年４月 秋田県、秋田県教育委員会）

・【冊子】「知ってる？障害のこと（小学生用）」、「障害を正しく理解するためのハンドブック（一般用）」

（令和６年１月改訂 秋田県）

・【冊子】「ライフプランニング学習副読本『考えよう ふるさと秋田とわたしの未来（小学生用、中学生用、高校生用)』｣

（令和８年２月 秋田県、秋田県教育委員会）

・【冊子】「北朝鮮による日本人拉致問題 一日も早い帰国実現に向けて！」（令和３年11月 内閣官房拉致問題対策本部）
【ウェブサイト】
・「拉致問題に関する学習指導案集」（内閣官房拉致問題対策本部）

・「秋田県多様性に満ちた社会づくり基本条例」、「多様性に満ちた社会づくりに関する指針」（令和４年４月 秋田県）

・「児童の権利に関する条約」（平成元年国連採択、日本は平成６年批准）

・「令和６年版人権教育・啓発白書」（令和６年６月 法務省、文部科学省）

・「性同一性障害や性的指向・性自認に係る、幼児児童生徒に対するきめ細かな対応等の実施について（教職員向け）」

（平成28年４月 文部科学省）

＜拉致問題映像資料＞
・北朝鮮による日本人拉致問題啓発アニメＤＶＤ「めぐみ」（平成20年３月 内閣官房拉致問題対策本部）

・映画「めぐみ―引き裂かれた家族の30年」（平成18年 Safari Media LLC）

・映画「めぐみへの誓い」（令和２年 映画「めぐみへの誓い」製作委員会）

第Ⅱ章 全教育活動を通して取り組む教育課題

性別に関わること

○男女共同参画社会の実現
・男女相互の人権尊重
・誰もが個性や能力を発揮
し活躍できる環境の整備

・偏見をもたせない教育の
推進

・言動や慣習の見直し
・幼児児童生徒、保護者及
び教職員等の望ましい関
わり方への認識

○学校（園）における性的指
向・性自認等で困っている
幼児児童生徒の存在の認識
・教職員研修等の実施
・幼児児童生徒の心情を受
け止めたきめ細かな対応
と信頼関係の構築

・教職員等の間の情報共有
・関係機関との連携

障害に関わること

○共生社会の実現
・障害の正しい理解と障害
のある人の生活のしづら
さ（社会的障壁）の理解

・「障害理解授業」などの
取組の組織的・計画的な
推進（特別支援学校のセ
ンター的機能等の活用）

その他

○犯罪被害者やその家族の人
権への配慮

○インターネット上の人権侵
害（いじめ、個人のプライ
バシーや名誉の侵害、誹謗
中傷など）を抑止するため
の教育の推進

○震災等の災害に伴う差別や
偏見の解消

※いじめについては、「いじ
めの未然防止と解消を目指
して（ｐ22）」を参照

子どもに関わること

○子どもの人権が保障されて
いるという前提の理解

○子ども一人一人の人格の尊
重と人権への配慮

○子どもの意見の尊重
・意見表明及び社会的活動
への参画機会の確保

・意見が適切に反映される
環境の整備

外国人に関するもの

○「外国籍等のこどもへの教
育に関する方針」（Ｒ８公
表予定）を基に、組織的か
つ計画的な取組を推進

○国際理解教育の推進
○差別や偏見の解消

https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/69586
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/69586
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/80027
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/80027
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/80027
https://common3.pref.akita.lg.jp/kosodate/babywave-info/pamphlet/pamphlet-cat03
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/69427
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/69427
https://www.rachi.go.jp/jp/shisei/gakushusidou.html
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生 徒 指 導
生徒指導の目的は、児童生徒一人一人の個性の発見とよさや可能性の伸長、社会的資質・能力の

発達を支えると同時に、自己の幸福追求と社会に受け入れられる自己実現を支えることである。そ
の目的達成のためには、児童生徒一人一人が *自己指導能力を身に付けることが重要である。
児童生徒の自己指導能力の獲得を支える生徒指導では、生徒指導の実践上の視点（自己存在感の

感受を促す支援、共感的な人間関係の育成、自己決定の場の提供、安全・安心な風土の醸成）に留
意しながら、児童生徒が主体的に課題に挑戦してみることや多様な他者と協働して創意工夫するこ
との重要性等を実感できるよう働き掛けることが大切である。
*自己指導能力：自発的、自律的、かつ、他者の主体性を尊重しながら、自らの行動を決断し、実

行する力

重 点 事 項

１ 発達支持的生徒指導と課題未然防止教育 行為等の問題行動や不登校に対して組織
の推進 的に対応する。
(1) 児童生徒一人一人に自己肯定感や自己 (2) 児童生徒理解と教育相談活動の充実

有用感を育むための働き掛け 全ての児童生徒を対象に、発達支持的
全ての児童生徒の心の居場所及び児童 な視点を意識した教育相談を年間指導計

生徒主体の絆づくりの場となる魅力ある 画に位置付けて実施するとともに、アセ
学校を児童生徒と共につくり上げていく スメントに基づく役割分担を教職員間で
ことで、自己肯定感や自己有用感が育ま 行い、個々に応じた支援を行う。
れるようにする。

(2) 生徒指導上の諸課題の未然防止に向け ３ 学校を中心とした連携・協働のシステム

た計画的な教育プログラムの実施 づくり

全ての児童生徒を対象に、いじめ防止 (1) 学校、家庭、地域社会の円滑な連携

教育や情報モラル教育等の教育プログラ 自校の生徒指導方針等について、保護
ムを年間指導計画に位置付けて実施する。 者の理解と協力を得るとともに、学校運

営協議会等と日常的に連携・協働するた
２ 実効的に機能する生徒指導体制の構築 めのネットワークの整備を図る。

(1) 組織的な指導・援助の充実と問題行動 (2) 関係機関等との連携・協働体制の構築

等への適切な対応 学校だけでは対応が難しい事案や緊急
自校の実態に即して、「生徒指導のた を要する事案等は、多職種の専門家や関

めの共通実践事項」を参考に教職員の役 係機関と連携・協働し、アセスメントに
割を明確にするなどして、いじめや暴力 基づいたチーム支援を行う。

児童生徒の問題行動に対する緊急時の学校の対応について

いじめや暴力行為等の問題行動の中には、事態が長期化した事案や複数校が関係した事案
も見られる。学校は、市町村教育委員会と連絡を密にしながら、スクールカウンセラー（以
下、ＳＣ）やスクールソーシャルワーカー（以下、ＳＳＷ）の活用、警察等の関係機関との
連携等により、事態の早期収束や学校機能の正常化を図る必要がある。

１ 対策本部（委員会）の設置 ３ 対応策の立案

・役割分担の明確化（対応窓口等） ・被害児童生徒、保護者等への説明・援助
２ 事件、事故の正確な情報収集と分析 ・加害児童生徒、保護者等への指導・助言
・ポジションペーパーの作成 ・他の児童生徒、保護者等への説明
（概要を時系列で整理） ・関係校との指導内容、指導方法の検討 等

・関係校との情報交換、事実の照合 ４ マスコミ対応の準備と実施
・ステートメント（発表文）とＱ＆Ａの作成

○参考資料

・【冊子】「生徒指導提要（改訂版）」（令和４年12月 文部科学省）
・【ウェブサイト】「生徒指導のための共通実践事項」（秋田県教育委員会）

第Ⅱ章 全教育活動を通して取り組む教育課題

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1404008_00001.htm
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/55172
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生 徒 指 導

自己指導能力の獲得を支える生徒指導について

児童生徒が主体的な選択・決定をする自己指導能力を獲得できるよう、教職員は、次の生徒指導
の実践上の視点に留意して働き掛けていくことが大切である。

生徒指導の重層的支援について

生徒指導は、児童生徒の課題への対応を時間軸や対象、課題性の高低という観点から類別するこ
とで、２軸３類４層の重層的支援構造として捉えることができる。児童生徒の多様化が進み、様々
な困難や課題を抱える児童生徒が増える中、課題予防・早期対応といった課題対応の側面のみなら
ず、児童生徒の発達を支えるような生徒指導の側面に着目して支援していく必要がある。

生徒指導の重層的支援構造

課題性と

時間軸 対応の種類 生徒指導 対象
２軸 ３類 ４層

困難課題対応的生徒指導
困難課題

特別な指導・援助を必要とする
特定の

高
対応的生

特定の児童生徒を対象に、関係機
児童生即応的・

徒指導
関と連携・協働して対応する。

徒継続的

課題早期発見対応
(リアク

予兆行動等の見られる気になる一部の児童生徒を対
一部のティブ)

象に、深刻な問題に発展しないよう、初期の段階で諸
児童生生徒指導

課題予防
課題を発見して対応する。

徒

的生徒指
課題未然防止教育

導
特定の課題を意識して、全ての児童生徒を対象に、生徒指導上の

諸課題の未然防止をねらいとした教育プログラムを実施する。
常態的・

（例）いじめ防止教育、自殺予防教育、情報モラル教育 等
先行的

発達支持的生徒指導
全ての

(プロア
特定の課題を意識することなく、全ての児童生徒を対象に、教育

児童生

クティブ) 発達支持
課程内外全ての教育活動を通じて児童生徒の発達を支える。

徒

生徒指導 的生徒指
（例）不登校における課題の未然防止の場合

低
導

児童生徒にとって学校が安全・安心な居場所となるための「魅力

ある学校づくり」と「分かりやすい授業づくり」に努める。

生徒指導の実践上の視点

自己存在感の感受を促す支援

「自分も一人の人間として大切にされて
いる」という自己存在感を児童生徒が実感
することが大切である。また、自己肯定感
や自己有用感を育むことも極めて重要であ
る。

自己決定の場の提供

授業場面で自らの意見を述べる、観察・
実験・調べ学習等を通じて自己の仮説を検
証してレポートするなど、自ら考え、選択
し決定する、あるいは発表する、制作する
などの体験が何より重要である。

共感的な人間関係の育成

失敗を恐れない、間違いやできないこと
を笑わない、なぜそう思ったのか、どうす
ればできるようになるのかを皆で考える支
持的で創造的な学級・ホームルームづくり
が生徒指導の土台である。

安全・安心な風土の醸成

お互いの個性や多様性を認め合い、安心
して授業を受けたり学校生活を送ったりで
きるような風土を、教職員の支援の下で、
児童生徒自らがつくり上げるようにするこ
とが大切である。



- 22 -

第Ⅱ章 全教育活動を通して取り組む教育課題

生 徒 指 導

児童生徒にとって魅力ある学校づくりと不登校児童生徒への早期支援の充実

１ 魅力ある学校づくりに向けた取組の充実

(1) 全ての児童生徒が安心して過ごしたり、学びの充実感を味わったりすることができるよう、
発達支持的生徒指導を基にした学級づくりや授業づくりの充実に努める。

(2) 進学、進級時における円滑な接続を図り、児童生徒が安心して学習に取り組み、楽しい学校
生活を送れるよう、校種間、学年間の交流活動や関係職員の情報交換等の充実に努める。

(3) 将来に対する夢や憧れをもつことができるよう、系統的なキャリア教育の充実に努める。

２ 不登校の兆候に対する早期発見・早期支援の充実

(1) 教職員による日常的な関わりを通して、児童生徒理解を深めるとともに、毎日の観察や計画
的な教育相談等を通して、予兆行動等を確実に捉える。

(2) 予兆行動等が見られた児童生徒について、養護教諭やＳＣ、ＳＳＷ等と連携し、アセスメン
トに基づいた適切な指導・援助を学校全体で組織的・計画的に行う。

３ 不登校児童生徒への指導・援助の充実

(1) １人１台端末等を活用して、自宅や校内教育支援センターと教室をオンラインでつなぎ、学
びの場や機会を確保するとともに、健康状態や気持ちの変化等の把握に努める。

(2) 保護者との信頼関係の下、教育支援センター（スペース・イオ、市町村教育支援センター）
やＮＰＯ、フリースクール等の関係機関との連携・協働に努める。

(3) 不登校の背景には、児童虐待や発達障害、家庭状況（ヤングケアラーの存在も含む）等もあ
り得ることから、関係機関と連携して適切な指導・援助に努める。

いじめの未然防止と解消を目指して

１ 未然防止のための取組の充実

(1) 児童生徒の自己肯定感や自己有用感を育むことができるよう、児童生徒主体の絆づくりの場
や機会を提供するなど、発達支持的生徒指導の推進に努める。

(2) 学級活動や道徳科等の学習において、いじめ問題を人権問題として計画的に取り上げたり、
児童生徒によるいじめ防止に向けた主体的な取組を促したりすることで、いじめを許さない学
校風土の醸成に努める。

(3) 実効的な取組となるよう、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」のチェックリ
ストを活用するなどして、自校の学校いじめ防止基本方針の内容を見直したり、年度当初の職
員会議等の際に、学校いじめ防止基本方針や法律等の理解を深めたりする。

２ 初期対応（早期発見・即時対応）の充実

(1) 丁寧な日常の観察や定期的な調査、計画的な教育相談、校内外の相談窓口の周知等を行うと
ともに、家庭や地域社会からも情報を収集して、いじめの積極的な認知に努める。

(2) いじめを認知した際は、対策委員会を即時に開催して、教職員間の緊密な情報交換や共通理
解の下、学校全体で組織的に対応するとともに、ＳＣ、ＳＳＷ等と連携し、解決に努める。

(3) 被害児童生徒やその保護者には、安全と安心を取り戻すための継続的なケア等を行っていく
ことを丁寧に説明する。また、加害児童生徒には、保護者の協力を得て、自己の行為の意味を
認識させた上で、成長支援につなぐなどの指導を行う。

３ 重大事態への対応と家庭、地域社会、関係機関等との連携

(1) 学校いじめ防止基本方針等を入学時・各年度の開始時に児童生徒及び保護者に説明するとと
もに、ホームページ等で公表することで、保護者や地域住民の理解を得られるよう努める。

(2) 重大事態が発生した場合は、速やかに教育委員会等に報告するとともに、「いじめの重大事
態の調査に関するガイドライン」を基に、被害児童生徒や保護者に寄り添った対応を行う。

○参考資料
・【冊子】「いじめの重大事態の調査に関するガイドラインの改訂について（通知）」

（令和６年８月 文部科学省）
・【ウェブサイト】「いじめ防止に向けた関連リーフレット」（秋田県教育委員会）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1400142_00006.htm
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/39145
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生 徒 指 導

小 学 校

１ 発達支持的生徒指導と課題未然防止教育 を中心とした包括的なチーム支援体制を
の推進 構築し、いじめ等の問題行動や不登校に
(1) 児童一人一人に自己肯定感や自己有用 対して組織で指導・援助する。

感を育むための働き掛け (2) 児童理解と教育相談活動の充実

教職員による居場所づくりや児童主体 日常的な関わりを通して多面的・総合
による絆づくりを通して、自己肯定感や 的な児童理解を深めるとともに、発達支
自己有用感を育むことができるよう「生 持的な視点を意識した教育相談及びスク
徒指導の実践上の視点」を踏まえた取組 リーニング会議等を計画的に設定し、支
に努める。また、ＰＤＣＡサイクルに基 援を行う。
づき、取組の点検・見直し・改善を図る。

(2) 生徒指導上の諸課題の未然防止に向け ３ 学校を中心とした連携・協働のシステム

た計画的な教育プログラムの実施 づくり

全ての児童を対象に、心身の健康の保 (1) 学校、家庭、地域社会の円滑な連携

持増進に関する教育やいじめ防止教育等 自校の生徒指導基本方針等を保護者や
の教育プログラムを、年間指導計画に位 域内の園に周知するとともに、学校運営
置付けて実施する。 協議会等において共有することで相互の

理解を図り、日常的に連携・協働できる
２ 実効的に機能する生徒指導体制の構築 ネットワークを整備する。

(1) 組織的な指導・援助の充実と問題行動 (2) 関係機関等との連携・協働体制の構築

等への適切な対応 学校だけでは対応が難しい事案や緊急
自校の実態に即して、「生徒指導のた を要する事案等に対して、ＳＣ、ＳＳＷ

めの共通実践事項」を参考に教職員の役 及び関係機関と連携・協働し、アセスメ
割を明確にするなどして、生徒指導部等 ントに基づいたチーム支援を行う。

中 学 校

１ 発達支持的生徒指導と課題未然防止教育 構築し、いじめ等の問題行動や不登校に
の推進 対して組織で指導・援助する。
(1) 生徒一人一人に自己肯定感や自己有用 (2) 生徒理解と教育相談活動の充実

感を育むための働き掛け 日常的な関わりを通して多面的・総合
教職員による居場所づくりや生徒主体 的な生徒理解を深めるとともに、発達支

による絆づくりを通して、自己肯定感や 持的な視点を意識した教育相談及びスク
自己有用感を育むことができるよう「生 リーニング会議等を計画的に設定し、支
徒指導の実践上の視点」を踏まえた取組 援を行う。
に努める。また、ＰＤＣＡサイクルに基
づき、取組の点検・見直し・改善を図る。 ３ 学校を中心とした連携・協働のシステム

(2) 生徒指導上の諸課題の未然防止に向け づくり

た計画的な教育プログラムの実施 (1) 学校、家庭、地域社会の円滑な連携

全ての生徒を対象に、いじめ防止教育 自校の生徒指導基本方針等を保護者や
や情報モラル教育等の教育プログラムを、 校区の小学校に周知するとともに、学校
年間指導計画に位置付けて実施する。 運営協議会や地域生徒指導研究推進協議

会等において共有することで相互の理解
２ 実効的に機能する生徒指導体制の構築 を図り、日常的に連携・協働できるネッ

(1) 組織的な指導・援助の充実と問題行動 トワークを整備する。
等への適切な対応 (2) 関係機関等との連携・協働体制の構築

自校の実態に即して、「生徒指導のた 学校だけでは対応が難しい事案や緊急
めの共通実践事項」を参考に教職員の役 を要する事案等に対して、ＳＣ、ＳＳＷ
割を明確にするなどして、生徒指導部等 及び関係機関と連携・協働し、アセスメ
を中心とした包括的なチーム支援体制を ントに基づいたチーム支援を行う。

第Ⅱ章 全教育活動を通して取り組む教育課題
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生 徒 指 導

高 等 学 校

１ 発達支持的生徒指導と課題未然防止教育 指導体制を構築する。
の推進 (2) 生徒理解と教育相談活動の充実

(1) 生徒一人一人に自己肯定感や自己有用 日常的な関わりの中で信頼関係を構築
感を育むための働き掛け し、共感的に生徒を理解するとともに、
教職員による居場所づくりや生徒主体 生徒一人一人への最適な支援を行えるよ

による絆づくりを通して、自己肯定感や う、校務分掌や立場を越えた協力体制の
自己有用感を育むことができるよう「生 下、計画的な教育相談を推進する。
徒指導の実践上の視点」を踏まえた取組
に努める。また、ＰＤＣＡサイクルに基 ３ 学校を中心とした連携・協働のシステム

づき、取組の工夫改善を図る。 づくり

(2) 生徒指導上の諸課題の未然防止に向け (1) 学校、家庭、地域社会の円滑な連携

た計画的な教育プログラムの実施 家庭、地域社会との連携・協力を一層
全ての生徒を対象に、いじめ防止教育 密にし、中学校及び関係機関等と日常的

や自殺予防教育（ＳＯＳの出し方教育を に連携・協働できるネットワークの整備
含む）等の教育プログラムを、生徒の実 を図り、組織的に対応する。
態に応じて計画的に実施する。 (2) 関係機関等との連携・協働体制の構築

複雑化・重層化し対応が難しい課題に
２ 実効的に機能する生徒指導体制の構築 対して、家庭や地域社会、ＳＣ、ＳＳＷ

(1) 組織的な指導・援助の充実と問題行動 及び警察等の関係機関と連携・協働し、
等への適切な対応 アセスメントに基づいたチーム支援を行
自校の実態に即して、「生徒指導のた う。

めの共通実践事項」を参考にするなどし
て課題に具体的かつ組織的に対応できる

特 別 支 援 学 校

１ 発達支持的生徒指導と課題未然防止教育 て課題に具体的かつ組織的に対応できる
の推進 指導体制を構築する。
(1) 児童生徒一人一人に自己肯定感や自己 (2) 児童生徒理解と教育相談活動の充実

有用感を育むための働き掛け 日常的な関わりの中で信頼関係を構築
教職員による居場所づくりや児童生徒 し、共感的に児童生徒を理解するととも

主体による絆づくりを通して、自己肯定 に、一人一人の実態や障害特性等を踏ま
感や自己有用感を育むことができるよう え、計画的に教育相談を実施する。
「生徒指導の実践上の視点」を踏まえた
取組に努める。また、ＰＤＣＡサイクル ３ 学校を中心とした連携・協働のシステム

に基づき、取組の工夫改善を図る。 づくり

(2) 生徒指導上の諸課題の未然防止に向け (1) 学校、家庭、地域社会の円滑な連携

た計画的な教育プログラムの実施 家庭、地域社会との連携・協力を一層
全ての児童生徒を対象に、いじめ防止 密にし、支援の方針等の共通理解を図る

教育や情報モラル教育等の教育プログラ とともに、学校での学びを地域社会での
ムを、家庭や地域の状況を踏まえ、児童 体験活動に結び付けるなど、日常的に連
生徒の実態や障害特性等に応じて計画的 携・協働できるネットワークを整備し、
に実施する。 組織的な取組に努める。

(2) 関係機関等との連携・協働体制の構築

２ 実効的に機能する生徒指導体制の構築 児童相談所や警察等の関係機関と実効
(1) 組織的な指導・援助の充実と問題行動 性のある連携・協働を行い、問題発生時

等への適切な対応 には、アセスメントに基づいたチーム支
自校の実態に即して、「生徒指導のた 援を行う。

めの共通実践事項」を参考にするなどし
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道 徳 教 育
道徳教育は学校の教育活動全体を通じて行うものであり、自己の生き方を考え、主体的な判断

の下に行動し、自立した一人の人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を
養うことを目標としている。道徳教育の一層の改善・充実につながるよう、小・中学校において
は、道徳教育の要として「特別の教科道徳」（道徳科）を位置付けるとともに、「考え、議論す
る道徳」の授業への質的転換を図っている。また、高等学校においては、小・中学校と同様、校
長の方針の下に、道徳教育推進教師等を中心に全教職員が協力して道徳教育を展開している。
道徳教育を進めるに当たっては、学校（園）の各段階における幼児児童生徒が見せる成長発達

の様子や実態等を考慮し、それぞれの段階にふさわしい指導の目標を明確にするとともに、全教
職員の協力体制によって意図的・計画的に指導していくことが大切である。

重 点 事 項

１ ＰＤＣＡサイクルを機能させた組織的な道徳教育の推進
(1) 目指す幼児児童生徒像を全教職員が共通理解し道徳教育に取り組むことができるよう、
道徳教育推進教師等を中心とした推進体制を整える。また、道徳教育の推進状況を適切な
時期に評価し、必要に応じて全体計画及びその別葉等を修正しながら指導に当たる。

(2) 小・中学校、高等学校及び特別支援学校においては自校や地域の実態や課題、児童生徒
の発達の段階や特性に応じて指導内容の重点化を図り、全体計画等を作成するとともに、
指導の成果と課題を基に、全体計画等をより実効性のあるものに改善する。

(3) 人や社会、自然などとの関わりを通して道徳性を育むことができるよう、学校（園）の
実情に応じ、様々な体験活動を意図的・計画的に取り入れる。

２ 家庭や地域社会との連携の充実
(1) 道徳教育に関わる情報発信や道徳科の授業（小・中学校等）、諸活動の積極的な公開に
より、家庭や地域社会との共通理解を深める。

(2) 学校（園）、家庭、地域社会が、幼児児童生徒の道徳性の発達に関わる実態を共通理解
し、それぞれの願いを交流し合う機会をもつなど、学校（園）の実情に応じて相互連携を
図り、一体となって道徳教育を推進する。

＊ 本県道徳教育の重点「生命の尊さ、思いやり」について
教育活動全体で行う道徳教育を通じて、「生命に対する畏敬の念や自他を尊重する心」を育

むことが重要である。また、教育課題の解決に向け、組織的な取組を推進していく必要がある
ことから、道徳教育の要である特別の教科道徳（道徳科）において、「生命の尊さ、思いやり
を本県の重点とする。

他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性の育成
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防 災 教 育
防災教育は、自分の命を自分で守ることのできる幼児児童生徒の育成を基盤として、自ら進ん

で安全で安心な社会づくりに参加し貢献できるような資質・能力を育むことを目指す教育活動で
ある。防災教育を進めるに当たっては、幼児児童生徒を取り巻く環境の変化等を踏まえ、生活安
全、交通安全を含めた学校安全に関する指導の充実が求められる。

重 点 事 項

１ 防災教育の充実
(1) 地域の災害リスクを踏まえた避難訓練の実施及び事前・事後指導の工夫
(2) 家庭・地域・関係機関等と連携・協働した実践的・実効的な防災教育の実施

２ 安全管理の充実

(1) ＰＤＣＡサイクルを機能させた学校安全計画及び危機管理マニュアルの見直し
(2) 防災に関する最新情報の収集や活用と、児童生徒や保護者、外部人材等の視点を加え
た安全点検の実施

３ 組織活動の充実
(1) 「地域学校安全委員会」等を活用した幼児児童生徒の安全を確保する体制の確立と、
学校（園）や地域の実態に応じた、実践的・計画的な教職員研修の実施

(2) 家庭での実践的な教育機会の創出（災害時の適切な行動についての話合い等）

防災教育で目指す幼児児童生徒の姿

【幼稚園・保育所・認定こども園等】
・日常生活の場面で、安全な生活に必要な習慣や態度を身に付けることができる。
・災害時には、教職員や保護者の指示に従い行動することができる。
・危険な状態を見付けたときには、近くの大人に伝えることができる。

【小学校】
（低学年）・安全な行動の大切さが分かり、安全のためのきまり・約束を守ること、身の回

りの危険に気付くことができる。
・危険な状態を見付けた場合や災害時には、近くの大人に速やかに連絡し、指示
に従うなどの適切な行動ができる。

（中学年）・災害安全に関する様々な危険の原因や事故の防止について理解し、危険に気付
き自ら安全な行動ができる。

（高学年）・中学年までに学習した内容の理解を深め、様々な場面で発生する危険を予測し
安全な行動ができる。

・自分の安全だけでなく、家族等の身近な人々の安全にも気配りができる。
【中学校】
・小学校までに学習した内容の理解を更に深め、安全な行動ができる。
・防災への日常の備えや応急手当の仕方について理解し、的確な避難行動ができる。
・学校、地域の防災について理解を深め、災害時のボランティア活動等に貢献することが
できる。

【高等学校】
・自助、共助、公助の大切さについて一層の理解を深めることができる。
・地域社会の一員としての責任ある行動や安全活動への積極的な参加により、安全で安心
な社会づくりに貢献することができる。

【特別支援学校】

・障害の状態や特性、心身の発達の段階及び学校や地域の実態に応じて、自ら危険な場所
や状況を予測して回避したり、必要な場合には援助を求めたりすることができる。

※特別な支援を必要とする幼児児童生徒への防災教育については、各校種の指導内容に準じ、
一人一人の障害の状態や特性、心身の発達の段階及び学校（園）や地域の実態に応じて指導
する。
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